
   富 士 宮 市 電 子 契 約 実 施 基 準  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は 、 本 市 に お い て 電 子 契 約 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年

法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ ４ 号 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 契 約 内 容 を 記 録 し た 電

磁 的 記 録 を 作 成 す る こ と に よ り 締 結 す る 契 約 を い う 。以 下 同 じ 。）を 実

施 す る 場 合 の 基 準 を 定 め る も の と す る 。  

（ 電 子 契 約 の 方 法 ）  

第 ２ 条  本 市 に お け る 電 子 契 約 は 、 立 会 人 型 電 子 署 名 サ ー ビ ス を 利 用 し

て 行 う も の と す る 。  

（ 電 子 契 約 の 対 象 ）  

第 ３ 条  本 市 が 締 結 す る 契 約 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 電

子 契 約 と す る こ と が で き る 。  

⑴  請 負 契 約  

⑵  業 務 委 託 契 約  

⑶  売 買 契 約  

⑷  賃 貸 借 契 約  

⑸  使 用 許 諾 契 約  

 ⑹  そ の 他 電 子 契 約 に よ る こ と が 適 当 と 市 長 が 認 め る 契 約  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 電 子 契 約 と す る こ と

が で き な い 。  

 ⑴  法 令 等 の 規 定 に よ り 書 面 の 契 約 書 が 必 須 と な る 場 合  

 ⑵  保 存 期 間 を 含 む 期 間 が １ ０ 年 を 超 え る 場 合  

⑶  自 動 更 新 条 項 付 契 約 で あ る 場 合  

⑷  解 除 契 約 で あ る 場 合  

⑸  契 約 の 相 手 方 が 電 子 契 約 に よ る こ と を 希 望 し な い 場 合  

⑹  そ の 他 電 子 契 約 に よ る こ と が 適 当 で な い と 市 長 が 認 め る 場 合  

（ 段 階 的 実 施 ）  

第 ４ 条  本 市 に お け る 電 子 契 約 は 、 段 階 的 に 実 施 す る も の と し 、 契 約 管

理 課 が 所 管 す る 契 約 事 務 に 係 る 電 子 契 約 に あ っ て は こ の 基 準 の 施 行 の

日 か ら 、 そ の 他 の 部 署 が 所 管 す る 契 約 事 務 に 係 る 電 子 契 約 に あ っ て は



令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 の 日 か ら そ れ ぞ れ 実 施 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ５ 条  こ の 基 準 に 定 め る も の の ほ か 、 電 子 契 約 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 総 務 部 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 基 準 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


